
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和53年５月１日
規則第35号

改正 昭和55年４月１日規則第62号 昭和57年３月31日規則第31号
  昭和60年９月30日規則第69号 平成４年７月４日規則第40号
  平成６年３月31日規則第109号 平成７年３月31日規則第58号
  平成８年３月29日規則第47号 平成９年３月31日規則第41号
  平成10年６月16日規則第64号 平成10年11月27日規則第90号
  平成11年３月30日規則第25号 平成12年３月31日規則第85号
  平成12年９月29日規則第139号 平成13年３月27日規則第19号
  平成16年３月12日規則第15号 平成16年10月26日規則第84号
  平成17年３月29日規則第83号 平成17年10月28日規則第153号
  平成19年２月16日規則第11号 平成20年３月31日規則第10号
  平成20年７月25日規則第81号 平成23年３月31日規則第37号
  平成24年６月12日規則第73号 平成28年２月５日規則第４号
  平成31年１月18日規則第１号 令和元年６月25日規則第15号
  令和３年１月19日規則第５号 令和３年９月24日規則第78号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

（事務の委任）
第１条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）に

基づく次に掲げる事務は、地域県政総合センター所長（以下「所長」という。）に委任する。
(１)　法第９条第３項（法第９条の３第11項又は法第９条の３の３第３項において準用する場合

を含む。）の規定により、一般廃棄物処理施設の軽微な変更等、廃止、休止又は再開の届出を
受理すること。

(２)　法第９条第４項（法第９条の３第11項において準用する場合を含む。）の規定により、一
般廃棄物処理施設が最終処分場である場合において、埋立処分の終了の届出を受理すること。

(３)　法第９条の３第４項ただし書（法第９条の３の３第３項において準用する場合を含む。）
の規定により、一般廃棄物処理施設に係る届出の内容が相当であると認める旨の通知を行うこ
と。

(４)　法第９条の７第２項の規定により、一般廃棄物処理施設に係る相続による地位の承継の届
出を受理すること。

(５)　法第12条第９項の規定により、多量の産業廃棄物を生ずる事業場に係る産業廃棄物の減量
その他その処理に関する計画を受理すること。

(６)　法第12条第10項の規定により、前号の計画の実施状況の報告を受理すること。
(７)　法第12条の２第10項の規定により、多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に係る特別

管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を受理すること。
(８)　法第12条の２第11項の規定により、前号の計画の実施状況の報告を受理すること。
(９)　法第12条の３第７項の規定により、産業廃棄物管理票に関する報告書を受理すること。
(10)　法第12条の６第１項の規定により、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき

旨を勧告すること。
(11)　法第14条の２第３項において準用する法第７条の２第３項の規定により、産業廃棄物の収

集、運搬若しくは処分（最終処分場における処分を除く。）の事業の全部若しくは一部の廃止
又は住所等の変更の届出を受理すること。



(12)　法第14条の５第３項において準用する法第７条の２第３項の規定により、特別管理産業廃
棄物の収集、運搬若しくは処分（最終処分場における処分を除く。）の事業の全部若しくは一
部の廃止又は住所等の変更の届出を受理すること。

(13)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第３項の規定により、産業廃棄物処理
施設（産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物若しくは特別管理産
業廃棄物の処分を業として行おうとする者（以下「産業廃棄物処分業者等」という。）が設置
する最終処分場を除く。次号、第15号及び第25号において同じ。）の軽微な変更等、廃止、
休止又は再開の届出を受理すること。

(14)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第４項の規定により、産業廃棄物処理
施設が最終処分場である場合において、埋立処分の終了の届出を受理すること。

(15)　法第15条の４において準用する法第９条の７第２項の規定により、産業廃棄物処理施設に
係る相続による地位の承継の届出を受理すること。

(16)　法第17条の２第３項において準用する法第19条の３の規定により、有害使用済機器の保
管又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(17)　法第19条の３の規定により、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の保管、収集、運搬又は
処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(18)　法第19条の10第２項において準用する法第19条の５第１項の規定により、産業廃棄物処
理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準）に従つて産業廃棄物
の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(19)　法第19条の12第１項の規定により、最終処分場の台帳を調製すること。
(20)　法第19条の12第３項の規定により、関係人に最終処分場の台帳を閲覧させること。
(21)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」とい

う。）第５条の５（政令第７条の４において準用する場合を含む。）の規定により、熱回収施
設の休廃止等の届出を受理すること。

(22)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」
という。）第５条の５の11（省令第12条の11の11において準用する場合を含む。）の規定に
より、熱回収施設における熱回収に関する報告書を受理すること。

(23)　省令第８条の29の規定により、産業廃棄物管理票交付者が講ずべき措置に係る報告書を受
理すること。

(24)　省令第８条の38の規定により、電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置に係る報告書
を受理すること。

(25)　省令第12条の７の17第５項の規定により、産業廃棄物処理施設の種類若しくは当該施設
において処理する産業廃棄物の種類の変更又は一般廃棄物の処理の事業の廃止に係る届出を受
理すること。

一部改正〔昭和55年規則62号・60年69号・平成４年40号・６年109号・８年47号・９
年41号・10年64号・90号・12年85号・139号・13年19号・16年15号・17年83号・153
号・19年11号・20年10号・23年37号・28年４号・31年１号〕

（一般廃棄物処理施設設置許可申請書）
第２条　法第８条第２項の申請書は、第１号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設の許可証の交付）
第３条　知事は、法第８条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又

は法第９条第１項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置
（変更）許可証（第２号様式。以下「許可証」という。）を交付するものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設の許可証の再交付）
第４条　法第８条第１項又は法第９条第１項の規定により許可を受けた者が、許可証を紛失し、

損傷し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物（産業廃
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棄物）処理施設設置許可証再交付申請書（第３号様式）に許可証を添えて（紛失した場合を除
く。）、知事に申請しなければならない。

２　許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を知事に
返還しなければならない。

全部改正〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成12年規則139号・31年１号〕
（一般廃棄物処理施設使用前検査申請書）
第５条　省令第４条の４第１項の申請書は、第４号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設使用前検査済証の交付）
第６条　所長は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定

により、一般廃棄物処理施設が法第８条第２項の申請書に記載した設置に関する計画に適合して
いると認めたときは、一般廃棄物処理施設使用前検査済証（第５号様式）を交付するものとす
る。

全部改正〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則64号・12年139号・17年83
号・31年１号〕

（一般廃棄物処理施設定期検査申請書）
第６条の２　省令第４条の４の２の申請書は、第５号様式の２によるものとする。

追加〔平成23年規則37号〕
（一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書）
第６条の３　省令第４条の４の４の書面は、第５号様式の３によるものとする。

追加〔平成23年規則37号〕
（一般廃棄物処理施設の許可証の返還）
第７条　法第８条第１項又は法第９条第１項の規定により許可を受けた者は、許可を取り消され

たとき又は施設を廃止したときは、直ちに許可証を知事（施設を廃止した場合にあつては、所
長）に返還しなければならない。

全部改正〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成12年規則139号・17年83号・31年１
号〕

（利害関係者からの意見書の記載事項）
第８条　法第８条第６項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）又は法第15条第６項

（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の規定により、生活環境保全上の
見地から意見書を提出しようとする者は、当該意見書に次に掲げる事項を記載しなければならな
い。
(１)　氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(２)　対象となる事業の名称

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成12年規則85号・139号・16年15号・23年
37号・31年１号〕

（特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書）
第９条　省令第４条の17の報告書は、第６号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設変更許可申請書）
第10条　省令第５条の３第１項の申請書は、第７号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書）
第11条　省令第５条の４の２第１項及び省令第５条の９の２第１項（省令第５条の10の12におい

て準用する場合を含む。）の届出書は、第８号様式によるものとする。
追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成28年規則４号・31年１号〕

（一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書）
第12条　省令第５条の５第１項及び省令第５条の10第１項の届出書は、第９号様式によるものと

する。
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追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成31年規則１号〕
（一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書）
第13条　省令第５条の５の２第１項（省令第５条の５の４において準用する場合を含む。）及び

省令第５条の10の２第１項の申請書は、第10号様式によるものとする。
追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成23年規則37号・31年１号〕

第13条の２　省令第５条の５の２の２第１項及び省令第５条の10の２の２第１項の申請書は、第
10号様式の２によるものとする。

追加〔平成31年規則１号〕
（一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出）
第13条の３　省令第５条の５の３及び省令第５条の５の３の２第２項の届出書は、第10号様式の

３によるものとする。
追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和３年５号〕

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定申請書）
第13条の４　省令第５条の５の５第１項の申請書は、第10号様式の４によるものとする。

追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号〕
（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定証の交付）
第13条の５　知事は、法第９条の２の４第１項の規定により熱回収の機能を有する一般廃棄物処

理施設に係る認定をしたときは、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定証（第
10号様式の５）を交付するものとする。

追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号〕
（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る休廃止等届出書）
第13条の６　省令第５条の５の10第１項の届出書は、第10号様式の６によるものとする。

追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号〕
（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る報告書）
第13条の７　省令第５条の５の11第１項の報告書は、第10号様式の７によるものとする。

追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号〕
（市町村等の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出）
第14条　法第９条の３第１項又は法第９条の３の３第１項の規定による一般廃棄物処理施設の設

置の届出は、第11号様式によらなければならない。
追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成28年規則４号・31年１号〕

（非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議書）
第14条の２　省令第５条の10の３の協議書は、第11号様式の２によるものとする。

追加〔平成28年規則４号〕
（市町村等の設置に係る一般廃棄物処理施設変更届出書）
第15条　省令第５条の８第１項（省令第５条の10の10において準用する場合を含む。）の届出書

は、第12号様式によるものとする。
追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成28年規則４号〕

（一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）許可申請書）
第16条　省令第５条の11第１項の申請書は、第13号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）許可書の交付）
第17条　知事は、法第９条の５第１項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許

可をしたときは、一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設譲受け（借受け）許可書（第14号様式）
を交付するものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（一般廃棄物処理施設に係る合併（分割）認可申請書）
第18条　省令第５条の12第１項の申請書は、第15号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則19号〕
（一般廃棄物処理施設に係る合併（分割）認可書の交付）
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第19条　知事は、法第９条の６第１項の規定により合併又は分割の認可をしたときは、合併（分
割）認可書（第16号様式）を交付するものとする。

追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則19号〕
（一般廃棄物処理施設に係る相続届出書）
第20条　省令第６条第１項の届出書は、第17号様式によるものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
（再生利用の指定の申請等）
第21条　省令第９条第２号又は省令第10条の３第２号の規定による指定（以下「再生利用指定」

という。）を受けようとする者は、再生利用指定業指定申請書（第18号様式）により、知事に
申請しなければならない。

２　知事は、再生利用指定をしたときは、再生利用指定業指定証（第19号様式。以下「指定証」
という。）を交付するものとする。

３　前項の指定証を紛失し、損傷し、又は汚損したことにより当該指定証の再交付を受けようと
する者は、再生利用指定業指定証再交付申請書（第20号様式）に指定証を添えて（紛失した場
合を除く。）、知事に申請しなければならない。

４　指定証の再交付を受けた者が紛失した指定証を発見したときは、直ちに当該指定証を知事に
返還しなければならない。

５　再生利用指定を受けた者（以下「再生利用指定業者」という。）が、その産業廃棄物の再生
利用指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用指定業変更申請書（第21号様
式）に指定証を添えて、知事に申請しなければならない。

６　再生利用指定業者は、再生利用指定の事業に係る次に掲げる事項に変更が生じたときは、再
生利用指定業変更届（第22号様式）に指定証を添えて、知事に届け出なければならない。
(１)　住所
(２)　氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
(３)　事務所及び事業場の所在地
(４)　再生利用の目的
(５)　再生利用の方法
(６)　取引関係

７　再生利用指定業者が、その産業廃棄物の再生利用指定に係る事業の範囲の全部又は一部を廃
止するときは、再生利用指定業廃止届（第23号様式）に指定証を添えて、知事に届け出なけれ
ばならない。

一部改正〔平成４年規則40号・12年139号・31年１号〕
（産業廃棄物処理業等の許可証の再交付）
第22条　法第14条第１項若しくは第６項又は法第14条の４第１項若しくは第６項の規定により許

可を受けた者（以下「産業廃棄物処理業者等」という。）が、許可証を紛失し、損傷し、又は汚
損したことにより許可証の再交付を受けようとするときは、産業廃棄物処理業等許可証再交付申
請書（第24号様式）に許可証を添えて（紛失した場合を除く。）、知事に申請しなければなら
ない。

２　許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を知事に
返還しなければならない。

一部改正〔平成４年規則40号・12年139号・16年15号・31年１号〕
（産業廃棄物処理業等の休業等の届出）
第23条　産業廃棄物処理業者等は、休業し、又は休業していた事業を再開しようとするときは、

産業廃棄物処理業等休業（再開）届（第25号様式）により、知事（最終処分場を設置する産業
廃棄物処分業者等以外の者にあつては、所長）に届け出なければならない。

一部改正〔平成４年規則40号・９年41号・12年139号・17年83号・31年１号〕
（産業廃棄物処理業等の許可証の返還）
第24条　産業廃棄物処理業者等は、許可を取り消されたとき又は事業を廃止したときは、直ちに

許可証を知事（最終処分場における処分以外の事業を廃止した場合にあつては、所長）に返還し
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なければならない。
一部改正〔平成４年規則40号・12年139号・31年１号〕

（産業廃棄物処理業者等の欠格要件に係る届出）
第24条の２　省令第10条の10の３、省令第10条の10の３の２第１項、省令第10条の24及び省令

第10条の24の２第１項の届出書は、第25号様式の２によるものとする。
追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔平成23年規則37号・31年１号・令和３年５
号〕

（産業廃棄物処理施設の許可証の再交付）
第25条　法第15条第１項又は法第15条の２の６第１項の規定により許可を受けた者が、許可証を

紛失し、損傷し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物
（産業廃棄物）処理施設設置許可証再交付申請書に許可証を添えて（紛失した場合を除く。）、
知事に申請しなければならない。

２　許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を知事に
返還しなければならない。

追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則64号・12年139号・16年15号・
23年37号・31年１号〕

（産業廃棄物処理施設使用前検査済証の交付）
第26条　知事は、法第15条の２第５項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含

む。）の規定により、産業廃棄物処理施設が法第15条第２項の申請書に記載した設置に関する
計画に適合していると認めたときは、産業廃棄物処理施設使用前検査済証（第26号様式）を交
付するものとする。

追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則64号・12年139号・16年15号・
17年83号・23年37号・31年１号〕

（産業廃棄物処理施設の許可証の返還）
第27条　法第15条第１項又は法第15条の２の６第１項の規定により許可を受けた者は、許可を取

り消されたとき又は施設を廃止したときは、直ちに許可証を知事（産業廃棄物処分業者等が設置
した最終処分場以外の施設を廃止したときは、所長）に返還しなければならない。

追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成９年規則41号・10年64号・12年139号・
16年15号・17年83号・23年37号・31年１号〕

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置届出書）
第27条の２　省令第12条の７の17第２項の届出書は、第26号様式の２によるものとする。

追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則37号〕
（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例受理書）
第27条の３　省令第12条の７の17第４項の受理書は、第26号様式の３によるものとする。

追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則37号〕
（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置変更（廃止）の届出）
第27条の４　省令第12条の７の17第５項の規定による産業廃棄物処理施設の種類若しくは当該施

設において処理する産業廃棄物の種類の変更又は一般廃棄物の処理の事業の廃止に係る届出は、
第26号様式の４によらなければならない。

追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則37号・31年１号〕
（産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出）
第27条の５　省令第12条の11の３及び省令第12条の11の３の２第１項の届出書は、第26号様式

の５によるものとする。
追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔令和３年規則５号〕

（産業廃棄物処理施設譲受け（借受け）許可書の交付）
第28条　知事は、法第15条の４において準用する法第９条の５第１項の規定により産業廃棄物処

理施設の譲受け又は借受けの許可をしたときは、一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設譲受け（借
受け）許可書を交付するものとする。

追加〔平成12年規則139号〕
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（産業廃棄物処理施設に係る合併（分割）認可書の交付）
第29条　知事は、法第15条の４において準用する法第９条の６第１項の規定により合併又は分割

の認可をしたときは、合併（分割）認可書を交付するものとする。
追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則19号〕

（届出台帳の調製等）
第30条　法第19条の12第１項の規定による最終処分場の台帳は、最終処分場届出台帳（第27号様

式）により調製するものとする。
２　法第19条の12第３項の規定による閲覧の請求は、最終処分場届出台帳閲覧請求書（第28号様

式）により行わなければならない。
全部改正〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則64号・12年139号・13年19
号・17年83号・31年１号〕

（廃棄物再生事業者の登録等）
第31条　法第20条の２第１項の規定により廃棄物再生事業者の登録を受けようとする者は、廃棄

物再生事業者登録申請書（第29号様式）により、知事に申請しなければならない。
２　政令第19条の規定による登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書（第30号様式）とす

る。
３　前項の登録証明書を紛失し、損傷し、又は汚損したことにより登録証明書の再交付を受けよ

うとする者は、廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書（第31号様式）に登録証明書を添え
て（紛失した場合を除く。）、知事に申請しなければならない。

４　登録証明書の再交付を受けた者が紛失した登録証明書を発見したときは、直ちに当該登録証
明書を知事に返還しなければならない。

５　政令第20条の規定による変更の届出は、廃棄物再生事業者登録変更届（第32号様式）に登録
証明書を添えて行わなければならない。

６　政令第21条の規定による休廃止の届出は、廃棄物再生事業者登録廃止（休止・再開）届（第
33号様式）に登録証明書を添えて行わなければならない。

７　政令第22条の規定により登録を取り消された者は、直ちに当該登録証明書を知事に返還しな
ければならない。

全部改正〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成12年規則139号・13年19号・16年84
号・23年37号・31年１号〕

（特定処理施設における事故の届出書）
第32条　法第21条の２第１項の届出書は、第34号様式によるものとする。

追加〔平成16年規則84号〕
（提出書類の部数）
第33条　法、政令、省令及びこの規則の規定により知事又は所長に提出する書類の部数は、１部

とする。ただし、知事に提出する書類のうち、次に掲げる書類については２部とする。
(１)　法第８条第１項又は第９条第１項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可又はこれ

に係る事項の変更の許可の申請に係る書類（政令第５条の２に定める施設に係るものに限
る。）

(２)　法第14条第６項若しくは第７項又は法第14条の２第１項の規定による産業廃棄物処分業の
許可若しくはその更新又は産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に係る書類（最終
処分場を設置する者に係るものに限る。）

(３)　法第14条の２第３項において準用する法第７条の２第３項の規定による産業廃棄物の処分
の事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更の届出に係る書類（最終処分場を設置する
者に係るものに限る。）

(４)　法第14条の２第３項において準用する法第７条の２第４項の規定による産業廃棄物処分業
者が欠格要件に該当した旨の届出に係る書類（最終処分場を設置する者に係るものに限る。）

(５)　法第14条の４第６項若しくは第７項又は法第14条の５第１項の規定による特別管理産業廃
棄物処分業の許可若しくはその更新又は特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の
申請に係る書類（最終処分場を設置する者に係るものに限る。）
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(６)　法第14条の５第３項において準用する法第７条の２第３項の規定による特別管理産業廃棄
物の処分の事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更の届出に係る書類（最終処分場を
設置する者に係るものに限る。）

(７)　法第14条の５第３項において準用する法第７条の２第４項の規定による特別管理産業廃棄
物処分業者が欠格要件に該当した旨の届出に係る書類（最終処分場を設置する者に係るものに
限る。）

(８)　法第15条第１項又は第15条の２の６第１項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可
又はこれに係る事項の変更の許可の申請に係る書類（政令第７条の２に定める施設に係るもの
に限る。）

(９)　法第15条の２第５項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の規定に
よる産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する
最終処分場に係るものに限る。）

(10)　法第15条の２の５第１項又は第２項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般
廃棄物処理施設の特例設置の届出に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に
係るものに限る。）

(11)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第３項の規定による産業廃棄物処理施
設の軽微な変更等、廃止、休止又は再開の届出に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する
最終処分場に係るものに限る。）

(12)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第４項の規定による産業廃棄物処理施
設が最終処分場である場合における埋立処分の終了の届出に係る書類（産業廃棄物処分業者等
が設置する最終処分場に係るものに限る。）

(13)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第５項又は法第15条の３の２第２項
の規定による産業廃棄物処理施設が最終処分場である場合における最終処分場の廃止の確認の
申請に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係るものに限る。）

(14)　法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第６項の規定による産業廃棄物処理施
設の設置者が欠格要件に該当した旨の届出に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終
処分場に係るものに限る。）

(15)　法第15条の４において準用する法第９条の５第１項の規定による産業廃棄物処理施設の譲
受け又は借受けの許可の申請に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係る
ものに限る。）

(16)　法第15条の４において準用する法第９条の６第１項の規定による産業廃棄物処理施設に係
る合併又は分割の認可の申請に係る書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係る
ものに限る。）

(17)　法第15条の４において準用する法第９条の７第２項の規定による産業廃棄物処理施設に係
る相続による地位の承継の届出に関する書類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に
係るものに限る。）

(18)　省令第12条の７の15の規定による特定産業廃棄物最終処分場の状況等の報告に係る書類
（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係るものに限る。）

(19)　省令第12条の７の17第５項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物
処理施設の特例設置の届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理す
る産業廃棄物の種類の変更又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業の廃止の届出に係る書
類（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係るものに限る。）

(20)　第22条第１項の規定による最終処分場を設置する者に係る産業廃棄物処分業又は特別管理
産業廃棄物処分業の許可証の再交付の申請に係る書類

(21)　第23条の規定による最終処分場を設置する者に係る産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃
棄物処分業の休業又は再開の届出に係る書類

(22)　第25条第１項の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可証の再交付の申請に係る書類
（産業廃棄物処分業者等が設置する最終処分場に係るものに限る。）



一部改正〔昭和55年規則62号・60年69号・平成４年40号・９年41号・10年64号・90
号・12年85号・139号・13年19号・16年15号・84号・17年83号・153号・23年37号・
28年４号・31年１号〕

附　則
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和47年神奈川県規則第１号。以下「旧規

則」という。）は、廃止する。
３　この規則の施行の際、旧規則の規定によりなされた届出その他の行為で現に効力を有するも

のは、この規則の相当規定によりなされた届出その他の行為とみなす。
附　則（昭和55年４月１日規則第62号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（昭和57年３月31日規則第31号）

この規則は、昭和57年４月１日から施行する。
附　則（昭和60年９月30日規則第69号）

１　この規則は、昭和60年10月１日から施行する。
２　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則で定める様式に基づい

て調製した用紙は、当該用紙が残存する間、必要な調整をして使用することができる。
附　則（平成４年７月４日規則第40号）

（施行日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（神奈川県公害防止条例施行規則の一部改正）
２　神奈川県公害防止条例施行規則（昭和53年神奈川県規則第63号）の一部を次のように改正す

る。
（次のよう略）

（神奈川県環境影響評価条例施行規則の一部改正）
３　神奈川県環境影響評価条例施行規則（昭和56年神奈川県規則第11号）の一部を次のように改

正する。
（次のよう略）

附　則（平成６年３月31日規則第109号）
１　この規則は、平成６年４月１日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、使用することができる。
３　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による証票等でこの規則施行の

際現に効力を有するものは、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則による証票等
とみなす。

附　則（平成７年３月31日規則第58号）
１　この規則は、平成７年４月１日から施行する。
２　この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必

要な調整をして使用することができる。
附　則（平成８年３月29日規則第47号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定中「神奈川県横浜地区行政セン
ター所長及び」を削る部分は、平成８年４月１日から施行する。

附　則（平成９年３月31日規則第41号）
この規則は、平成９年４月１日から施行する。

附　則（平成10年６月16日規則第64号）
１　この規則は、平成10年６月17日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成10年11月27日規則第90号）

この規則は、平成10年12月１日から施行する。



附　則（平成11年３月30日規則第25号）
１　この規則は、平成11年４月１日から施行する。
２　この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必

要な調整をして使用することができる。
３　この規則による改正前の各規則の規定による証票等でこの規則施行の際現に効力を有するも

のは、この規則による改正後の各規則による証票等とみなす。
附　則（平成12年３月31日規則第85号）

この規則は、平成12年４月１日から施行する。
附　則（平成12年９月29日規則第139号）

１　この規則は、平成12年10月１日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
３　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による証票等でこの規則の施行

の際現に効力を有するものは、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則による証票
等とみなす。

附　則（平成13年３月27日規則第19号）
１　この規則は、平成13年４月１日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成16年３月12日規則第15号）

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成16年10月26日規則第84号）

１　この規則は、平成16年10月27日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成17年３月29日規則第83号）

１　この規則は、平成17年４月１日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成17年10月28日規則第153号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成19年２月16日規則第11号）

この規則は、平成19年４月１日から施行する。
附　則（平成20年３月31日規則第10号抄）

（施行期日）
１　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年７月25日規則第81号）
この規則は、平成20年12月１日から施行する。

附　則（平成23年３月31日規則第37号）
１　この規則は、平成23年４月１日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成24年６月12日規則第73号）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18号様式及び第21号様式の改正規定は、平
成24年７月９日から施行する。

２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが
できる。



附　則（平成28年２月５日規則第４号）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（平成31年１月18日規則第１号）

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（令和元年６月25日規則第15号）

この規則は、令和元年７月１日から施行する。
附　則（令和３年１月19日規則第５号）

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
附　則（令和３年９月24日規則第78号）

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが

できる。
第１号様式（第２条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01331.rtf


（第２面）



（第３面）



（第４面）



全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成16年規則15号・24年73号・令和元年
15号・３年５号〕

第２号様式（第３条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01332.rtf


全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第３号様式（第４条、第25条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01333.rtf


全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第４号様式（第５条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01334.rtf


全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第５号様式（第６条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01335.rtf


全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第５号様式の２（第６条の２関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01336.rtf


追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第５号様式の３（第６条の３関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01337.rtf


追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第６号様式（第９条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01338.rtf


追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号〕
第７号様式（第10条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01339.rtf


（第２面）



（第３面）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成16年規則15号・24年73号・令和元年15
号・３年５号〕

第８号様式（第11条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01340.rtf


追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成17年規則83号・23年37号・28年４号・
令和元年15号〕

第９号様式（第12条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01341.rtf


（裏）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成17年規則83号・23年37号・令和元年15
号〕

第10号様式（第13条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01342.rtf


（裏）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成23年規則37号・31年１号・令和元年15
号〕

第10号様式の２（第13条の２関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01343.rtf


（裏）



追加〔平成31年規則１号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第10号様式の３（第13条の３関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01344.rtf


追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号・３年５
号〕

第10号様式の４（第13条の４関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01345.rtf


（裏）



追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号〕
第10号様式の５（第13条の５関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01346.rtf


追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号〕
第10号様式の６（第13条の６関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01347.rtf


追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号〕
第10号様式の７（第13条の７関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01348.rtf


追加〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則１号・令和元年15号〕
第11号様式（第14条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01349.rtf


（裏）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成28年規則４号・令和元年15号〕
第11号様式の２（第14条の２関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01350.rtf


（裏）



追加〔平成28年規則４号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第12号様式（第15条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01351.rtf


（裏）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成23年規則37号・28年４号・令和元年15
号〕

第13号様式（第16条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01352.rtf


（第２面）



（第３面）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成16年規則15号・24年73号・令和元年15
号・３年５号〕

第14号様式（第17条、第28条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01353.rtf


追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕
第15号様式（第18条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01354.rtf








追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則19号・16年15号・令和元年15
号・３年５号〕

第16号様式（第19条、第29条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01355.rtf


追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則19号・16年15号・令和元年15
号〕

第17号様式（第20条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01356.rtf


（裏）



追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成16年規則15号・17年83号・24年73号・
28年４号・令和元年15号・３年５号〕

第18号様式（第21条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01357.rtf


（裏）



全部改正〔平成６年規則109号〕、一部改正〔平成12年規則139号・17年83号・20年81
号・24年73号・令和元年15号〕

第19号様式（第21条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

（裏）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01358.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・11年25号・12年139号・令和元年15号〕
第20号様式（第21条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01359.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・12年139号・令和元年15号〕
第21号様式（第21条関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01360.rtf


（裏）



全部改正〔平成６年規則109号〕、一部改正〔平成12年規則139号・17年83号・20年81
号・24年73号・令和元年15号〕

第22号様式（第21条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01361.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・12年139号・令和元年15号〕
第23号様式（第21条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01362.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・12年139号・令和元年15号〕
第24号様式（第22条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01363.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・12年139号・令和元年15号〕
第25号様式（第23条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01364.rtf


一部改正〔平成４年規則40号・６年109号・12年139号・17年83号・令和元年15号〕
第25号様式の２（第24条の２関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01365.rtf


追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔令和元年規則15号・３年５号〕
第26号様式（第26条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01366.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・10年64号・11年25号・
12年139号・16年15号・23年37号・令和元年15号〕

第26号様式の２（第27条の２関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01367.rtf


追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則37号・28年４号・令和元年15
号・３年78号〕

第26号様式の３（第27条の３関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01368.rtf


追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則37号・28年４号・令和元年15
号・３年78号〕

第26号様式の４（第27条の４関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01369.rtf


追加〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則83号・23年37号・28年４号・31
年１号・令和元年15号〕

第26号様式の５（第27条の５関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01370.rtf


追加〔平成17年規則153号〕、一部改正〔平成23年規則37号・令和元年15号・３年５
号〕

第27号様式（第30条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01371.rtf


（第２面）



追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・12年139号・令和元年15
号〕

第28号様式（第30条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01372.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・７年58号・10年64号・12
年139号・13年19号・17年83号・31年１号・令和元年15号〕

第29号様式（第31条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01373.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・12年139号・令和元年15
号〕

第30号様式（第31条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01374.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・11年25号・12年139号・
令和元年15号〕

第31号様式（第31条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01375.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・12年139号・令和元年15
号〕

第32号様式（第31条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01376.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・12年139号・13年19号・
16年84号・令和元年15号〕

第33号様式（第31条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01377.rtf


追加〔平成４年規則40号〕、一部改正〔平成６年規則109号・12年139号・13年19号・
16年84号・令和元年15号〕

第34号様式（第32条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/kanagawa-kenw/35390200003500000000/50390200007800000000/yousiki01378.rtf


追加〔平成16年規則84号〕、一部改正〔令和元年規則15号〕


